
関西圏アンテナショップ PR 動画制作事業委託業務 公募型プロポーザル審査要領

関西圏アンテナショップPR動画制作事業委託業務公募型プロポーザルの審査に関する事

項を次に定める。

第１ 審査の対象となる事業者

審査は、次のすべて満たす事業者を対象に行う。

１ 別途定める「関西圏アンテナショップ PR 動画制作事業委託業務公募型プロポーザ

ル募集要領」（以下「募集要領」という。）に規定する資格要件を満たす参加事業

者

２ 募集要領に規定する期限内に、必要な書類のすべてを提出した参加事業者

３ 募集要領により、適正に書類を作成した参加事業者

第２ 審査の項目及び点数

総合点数は、審査員１人あたり 100 点とし、審査項目と審査項目ごとの配点は次の

とおりとする。

１ 基本的な考え方 （10 点）

２ 企画内容 （65点）

３ 業務実績及び業務執行能力等 （20 点）

４ 経費見積 （ 5点）

第３ 審査委員会（会場及び Web で開催）

参加者から提出された企画提案書に基づき、プレゼンテーションを行う審査委員会

を開催する。

１ 日時・場所（予定）

（１）日時：令和６年３月 26 日（火）午後

（２）場所：県民文化ホール第６会議室（高知市本町４丁目 3-30）

２ プレゼンテーション（予定）

（１）プレゼンテーションの時間は、１参加事業者あたり 20 分以内とする

（２）各社のプレゼンテーション終了後、審査委員からの質疑の時間（20分以内）

を設ける

（３）開催時間等は、別途連絡する

第４ 審査の方法

１ 審査委員会では、提出された企画提案書と、審査委員会におけるプレゼンテーショ

ンに対する審査を行う。

２ 各審査委員は、プレゼンテーションと質疑の終了後、別紙「審査基準」に基づき、

審査を行う。

３ すべての参加者の審査が終了した後、各審査委員の審査結果を集計し、総合点数

の 60％以上を獲得している得点の高い者から順に候補者と次点者を決定する。

４ 審査の結果、最高点の者が同点で２者以上ある場合は、経費見積が安価な者から

順に候補者と次点者を選定する。



（別 紙）

審 査 基 準

審査の項目 審査の視点 配点 合計

１ 基本的な考え方
・関西圏アンテナショップのコンセプトや取組、本業

務の狙いに対する理解があるか。
10 10

２ 企画内容

・制作される動画は、ショップのコンセプト「SUPER

LOCAL（極上の田舎）」を体現するとともに、ショッ

プのにぎわいづくりや本県の魅力を伝えるに適し

たものとなっているか。

25

65

・動画のコンセプトや構成、演出方法が魅力的なもの

で没入感のある内容であり、それらの提案理由が明

確なものとなっているか。

25

・本委託業務の実施効果及びショップの魅力を高める

ことができる、独自視点での提案が盛り込まれてい

るか。

15

３ 業務実績及び業

務執行能力等

・類似の業務実績があり、十分な能力と経験を有する

管理責任者及び担当者等が配置され、業務を円滑に

遂行できる体制が確保されているか。

・事業実施のスケジュールが無理なく、かつ、一部で

もショップのオープンに間に合うよう組み立てら

れているか。

20 20

４ 経費見積

・予算の範囲内であり、積算内訳や根拠を明確にした

うえで、事業の実施に必要な経費が見込まれている

か。

5 5

合 計 100


